
令和３年度 松浪地区まちぢから協議会 第２回 運営委員会 次第 

日時 令和３年６月１６日（水）  

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）市民集会について

(２) その他

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会
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(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会

(２４) 緑が浜自治会

(２５) 汐見台自治会

(２６) 出口町自治会
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(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会

（２９）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

１４ 閉会 

次回運営委員会：令和３年７月2１日（水） 
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① 会長あいさつ

松浪地区まちぢから協議会 会長 前田 積

②令和３年度松浪地区まちぢから協議会 定期総会報告

会長写真

令和３年７月１日発行（第２３号） 

発行：松浪地区まちぢから協議会 

印刷：(有)仲手川印刷 

ＨＰ：https://matunami.jimdo.com/ 

総会写真
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写真

写真

④令和３年度松浪地区まちぢから協議会 関係行事予定一覧

③令和３年度松浪地区まちぢから協議会 新役員の報告
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写真①

図

写真②

⑥趣味の冊子紹介（地域包括支援センターさざなみ）

⑤松浪地区さんぽみち ～松浪小学校誕生物語２～

写真②

写真①

写真①

写真②

6



⑦あいさつの街看板

⑧編集後記

写真②写真①
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茅ヶ崎市余剰ワクチン接種方針について 

大規模接種会場におけるワクチン接種のキャンセル等により生じる可能性がある余剰ワクチンに

ついて、有効な活用を図るため、余剰ワクチンの接種方針を策定しましたのでお知らせいたします。 

【主な内容】 

・大規模接種会場において生じた余剰ワクチンについて次の接種対象者に接種し有効活用いたし

ます。 

○集団接種会場で８月以降の接種予約をされた方（電話番号登録のある方に限る）

○保育士・幼稚園教諭（公立・私立問わない）

○予防接種会場で接種業務に従事する職員等

茅 ヶ 崎 市 記 者 発 表 資 料

２ ０ ２ １ 年 ５ 月 ３ １ 日

保健所健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 永倉政宏

電 話 0 4 6 7 ( 8 2 ) 1 1 1 1 

・余剰ワクチンに関するお問い合わせ ： 保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

電話０４６７（８２）１１１１ 内線３５２１
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茅ヶ崎市余剰ワクチン接種方針 

茅ヶ崎市では、新型コロナウイルスワクチン接種を６５歳以上の高齢者を対象とした集団接種を

令和３年６月２日（水）から開始する予定です。 

現在は、まだご予約をされていない方や、1 回目のみ予約が確保されている方などへの対応とし

て、接種機会の拡大に向けた関係機関との調整を進めております。 

一方で、接種予約のキャンセル等で発生する余剰ワクチンにつきましては、可能な限り有効に活

用する必要があるものと考えます。 

キャンセル等によるワクチンの余剰はわずかであると予測されますが、発生した場合に、貴重なワ

クチンを有効に活用するため、本市における対応方針について、次のとおり定めました。

１ 対応方針 

キャンセル等により、ワクチンに余剰が生じてしまった際の廃棄を可能な限りなくすため、「余剰ワ

クチン接種対象者」を定め、接種を実施します。

２ 余剰ワクチン接種対象者の考え方

(1)当日キャンセル発生時の即時対応が可能なこと

(2)キャンセルによる余剰ワクチンの発生率は低いと予測されるほか、一定期日までの確実な接種

を担保するものではないため、余剰ワクチン接種対象者に過剰な期待をさせないこと

(3)国が要請している、高齢者の７月末接種完了に寄与すること

(4)マスクの装着が困難な赤ちゃんや幼児等への感染拡大・クラスター発生の防止につながること

(5)余剰ワクチン接種対象者登録の手続等に係る、市民と行政双方の負担を極力低減すること

３ 余剰ワクチン接種対象者 

○集団接種会場で 8 月以降の接種予約をされた方（電話番号登録のある方に限る）

○保育士・幼稚園教諭（公立・私立問わない）

〇予防接種会場で接種業務に従事する職員等

４ その他 

（１）本方針は、キャンセル等によりワクチンに余剰が生じた際に、ワクチンを無駄にすること無く

有効活用するための取り組みを示すものです。

（２）余剰ワクチンが生じた際には、上記対象者のうち任意の方に対して、お電話によりご連絡さ

せていただきます。

（３）本方針は、今後の接種進行に伴い、必要に応じて見直しを行ってまいります。

令和３年５月３１日   

茅ヶ崎市長 佐 藤  光 
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今後の新型コロナウイルスワクチン集団接種の考え方について 

市では、６月２日から６５歳以上の高齢者を皮切りに新型コロナウイルスワクチン接種を開始し

ました。開始にあたり、５月２０日から接種の予約を受付していますが、まだ予約されていない方

や１回目の予約のみ確保されている方がおり、接種体制の拡大が求められています。 

こうした状況に鑑み、今後のワクチン接種の考え方を別紙のとおり整理しました。 

【主な内容】 

１ ６５歳以上の方の接種の加速化 

２ ６４歳以下の方の接種の見通し 

３ 留意事項 

茅 ヶ 崎 市 記 者 発 表 資 料

２ ０ ２ １ 年 ６ 月 ３ 日

保健所健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 永倉政宏

電 話 0 4 6 7 ( 8 2 ) 1 1 1 1 

本件に関するお問い合わせ ： 保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

電話０４６７（８２）１１１１ 内線３５２１
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茅ヶ崎市における今後の新型コロナウイルスワクチン集団接種の考え方について 

茅ヶ崎市では、６月２日から６５歳以上の高齢者を皮切りに新型コロナウイルスワクチン接種

を開始しました。開始にあたり、５月２０日から接種の予約を受付していますが、まだ予約され

ていない方や１回目の予約のみ確保されている方がおり、接種体制の拡大が求められています。 

こうした状況に鑑み、今後のワクチン接種の考え方を整理するとともに、その考え方の実現に

向けて、集団接種体制を拡大し、ワクチン接種の加速化を図り、もって早期の新型コロナウイル

ス感染症の感染リスクの低減を図ります。

１ ６５歳以上の方の接種の加速化 

・国の求めに応じ、６５歳以上で希望する方に対するワクチン接種を７月末まで に完了す

ることを目指します。

・そのため、次のとおり集団接種体制を拡大し、接種回数を増やします。

・既に８月以降で集団接種を予約された方や１回目の集団接種のみ予約し２回目接種の予約が

できていない方に対しては、市で拡充した時間に予約を行い、個別にご案内をします。

・その後、予約のできていない接種希望者の予約の受付を再開し、早期の接種完了を目指しま

す。予約受付の再開時期は未定 ですが、再開時には改めて周知を図ります。

◎集団接種体制の拡大

茅ヶ崎市では、６月２日から茅ヶ崎市民文化会館等を会場として、集団接種を開始してい

ますが、接種を加速化するためには、接種体制の増強が必要不可欠です。増強のために必要

となるワクチンの確保と、接種にあたり予診を行う医師をはじめとする人的資源の確保に向

けて関係機関等との調整を行い、次のとおり集団接種体制を拡大します。 

(1) 茅ヶ崎市民文化会館を会場とする集団接種の拡充

拡充後（６月１４日～） 拡充前 

毎日（会館休館日を除く）9時～18時 
毎週水曜日・木曜日の 9時～17時 30分 

毎週土曜日の 14時 30分～18時 

・６月２日から茅ヶ崎市民文化会館（茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１１番１号）の展示室で、集

団接種を開始しています。

・現在は、毎週水曜日、木曜日、土曜日に限定して接種を行っていますが、順次接種時間

を拡大し、６月１４日（月）から 毎日（会館休館日を除く。）の接種ができるよ

う体制を拡充します。

・ワクチンは、引き続きファイザー社製を使用します。
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(2) 茅ヶ崎市コミュニティホールを会場とする集団接種会場の新設

○茅ヶ崎市コミュニティホールで新たに集団接種を開始

○６月第４週中には開始

・６月第４週中には、茅ヶ崎市コミュニティホール（茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 茅

ヶ崎市役所分庁舎６階）を会場とする集団接種会場を新設します。

・土日を含む毎日、９時から１８時までの時間で接種を行います。

・ワクチンは、ファイザー社製を使用します。

(3) 茅ヶ崎市民文化会館の接種回数の拡充及び茅ヶ崎市コミュニティホールの会場新設によ

り増加する接種回数 

拡充後の接種回数 

（概数） 

拡充前の接種回数 

（概数） 

茅ヶ崎市民文化会館 ３，４００回／週 ８４０回／週 

その他の集団接種会場 （最大）３７０回／週 （最大）３７０回／週 

茅ヶ崎市コミュニティホール ４，４１０回／週 （新設） 

合計 ８，１８０回／週 １，２１０回／週 

・６，９７０回分が増加し、拡充前に比べ約６．７倍の接種回数を確保 でき

る見込みです。

２ ６４歳以下の方の接種の見通し 

・６０歳以上６４歳以下の方（対象者約１４，０００人）は、概ね８月以降に接種を開

始する ことができるよう準備を進めています。

・５９歳以下の方（対象者約１３２，０００人）は、概ね８月下旬以降に接種を開始

する ことができるよう準備を進めています。

・接種券については、７月初旬の発送 を予定しています。

・上記の接種開始時期は、現時点の見込みですが、国の要請を受け、今後も可能な限りの接種

開始の前倒しに向けて、調整を進めます。

３ 留意事項 

・接種開始時期等については、国からのワクチン供給状況や関係機関との調整状況により前後

する可能性があります。

・日程等が確定次第、あらゆる手段を用いて、周知に努めます。

・個別接種については、各医療機関により実施状況は異なります。
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～より良い地域となるために、地域と行政が課題を共有～ 
松浪地区の地域課題について、地域の様々な団体、個人から意見を募集します。 
今年度は新型コロナウイルスの影響により、「市民集会」での意見交換は開催できません。 
代わりに、まちぢから協議会運営委員会において、お寄せいただきましたご意見・ご質問等をとりまとめ、テー

マを絞って、松浪地区まちぢから協議会が行政と意見交換を行います。
内容によっては、今後の課題としての参考情報とさせていただいたり、別途個別に対応させていただいたりす

る場合もあります。 

まずは、地域で日々感じているご意見をお寄せください！ 

～ご意見・ご質問募集～ 
松浪地区の地域課題等を意見募集用紙に必要事項を記入し、 

７月３０日（金）までに「自治会などの所属団体」又は「茅ヶ崎市総務部市民自治推進課」

へご提出ください。 

チラシは、松浪コミセンに配架、

まちぢから協議会ＨＰ（「http://matunami.jimdo.com/」）にも掲載しています。 

回覧 

意見募集用紙は裏

松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課地域自治担当 

住所 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

電話 82-1111 ＦＡＸ 87-8118 

shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp 

✨ 松浪地区が、こうなった

らいいなぁ・・

「どうして？」 

「困った」 

「もっとよくなる」 

令和３年度 松浪地区 意見募集 

ご意見お待ちしております 
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令和３年度 松浪地区【意見募集用紙】

意見の題名：

通し番号　令和３年度　（№ ）

所属団体
又は字名 区　分 □ 新規 □ 継続
氏　　名

電　　話

□ 課題　□　意見　□　質問　□　その他（ ）

□防災対策　□市民安全　□子ども育成
□生活環境　□文化歴史
□その他（ 　　）

□ 取扱いなし

・場所が特定できるように具体的な所在地の記載・地図の添付、写真等の状況がわかる資料の添付をお願いします。

・ご提出された意見等は、まちぢから協議会で集約し、情報共有させていただきます。

【注意事項とお願い】

・電子データがある場合は、併せてご提出ください。（自治会等団体の代表者又は市役所市民自治推進課宛て）

・簡易な道路補修、市管理地の草刈り、カーブミラー向き調整等の案件については、個別に担当課へご連絡ください。

備　　　考

次のいずれかに□を入れてください。

自宅：
携帯：

テーマ

取扱い区分の□にチェック

□ 同一案件と統合

□ その他（ ）

【まちぢから協議会使用欄】　　受付日【令和３年　　　月　 　日】

□ 意見に追加
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各団体の皆様へ 

 

 今年度より素敵な「松浪地区まちぢから HP」を作っていただきました平松

さんより、引き継ぎます佐々木です。素人ではありますが、事務スタッフの浅田

さん・関さんと一緒により充実した HＰを作っていけたらと思います。ご協力

よろしくお願いいたします。 

「松浪地区まちぢからの HP」を皆様に積極的に使っていただき、活動のお役に

立てればと思います。HPについてこうした方がよいという工夫やアイディアが

あれば佐々木までお知らせください 

。 

まちぢからの HP に載せてほしい各団体のイベントの様子やお知らせ、資料、

写真、広報紙等ありましたら、下記の松浪地区まちぢからのメールアドレスまで

お送りください。 

★資料は必ず PDFにしてお送りください。 

★松浪地区まちぢからのメールアドレス 

matsunamimachiji@outlook.jp 

 

 

 

 

≪お問合せ≫ 

佐々木 睦子  ℡：090-8109-5013 

             メール：mimikoko0122@ozzio.jp 
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